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石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 十 月 六 日

石 川 県 知 事 本谷 正

石 川 県 規 則 第 三 十 号

石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

( 趣 旨 )

第 一 条 こ の 規 則 は 、 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 ( 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 。 以 下 「 条 例 」 と

い う 。 ) の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

( 知 事 監 視 製 品 の 販 売 等 の 届 出 等 )

第 二 条 条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 様 式 第 一 号 に よ る 届 出 書 を 提 出 し て 行 う も の と す る 。

2 条 例 第 十 二 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

一 知 事 監 視 製 品 の 販 売 、 授 与 又 は 販 売 若 し く は 授 与 の 目 的 で 所 持 ( 以 下 「 知 事 監 視 製 品 の 販 売 等 」 と い う 。 ) を

す る 場 所 の 名 称 及 び 所 在 地

二 届 出 年 月 日

3 条 例 第 十 二 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 書 面 の 様 式 は 、 別 記 様 式 第 二 号 の と お り と す る
0

4 条 例 第 十 二 条 第 六 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

一 販 売 若 し く は 授 与 又 は 購 入 若 し く は 譲 受 け ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 販 売 等 」 と い う 。 ) を し た 知 事 監 視 製 品 を

特 定 で き る 情 報

二 販 売 等 を し た 知 事 監 視 製 品 の 数 量

三 知 事 監 視 製 品 の 販 売 等 を し た 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所 ( 法 人 に あ っ て は 、 名 称 及 び 所 在 地 )

四 知 事 監 視 製 品 の 販 売 等 を し た 年 月 日

5 条 例 第 十 二 条 第 八 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 様 式 第 三 号 に よ る 届 出 書 を 提 出 し て 行 う も の と す る 。

6 条 例 第 十 二 条 第 九 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 様 式 第 四 号 に よ る 届 出 書 を 提 出 し て 行 う も の と す る 。

7 条 例 第 十 二 条 第 十 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

一 知 事 監 視 製 品 の 販 売 等 を す る 場 所 の 名 称 及 び 所 在 地

二 届 出 年 月 日

三 条 例 第 十 二 条 第 八 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 変 更 年 月 日

四 条 例 第 十 二 条 第 九 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 知 事 監 視 製 品 の 販 売 等 を し な く な っ た 年 月 日

( 知 事 監 視 製 品 の 購 入 等 の 手 続 )

第 三 条 条 例 第 十 三 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 書 面 の 様 式 は 、 別 記 様 式 第 五 号 の と お り と す る 。

( 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 )

H
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第 四 条 条 例 第 十 七 条 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 用 途 に 供 す る た め に 同 条 各 号 に 掲 げ る 行 為 を す る

場 合 と す る 。

一 次 に 掲 げ る 機 関 等 に お け る 学 術 研 究 又 は 試 験 検 査 の 用 途

イ 国 の 機 関

ロ 地 方 公 共 団 体 及 び そ の 機 関

ハ 学 校 教 育 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ) 第 一 条 に 規 定 す る 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校 並 び に 国 立 大 学 法 人 法

( 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 二 号 ) 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 大 学 共 同 利 用 機 関

ニ 独 立 行 政 法 人 通 則 法 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 独 立 行 政 法 人 及 び 地 方 独 立 行 政 法

人 法 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 独 立 行 政 法 人

ホ 医 療 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 ) 第 一 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 医 療 提 供 施 設 又 は 獣 医 療 法 ( 平 成 四 年

法 律 第 四 十 六 号 ) 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 施 設

二 学 術 研 究 又 は 試 験 検 査 の 用 途 ( 前 号 に 掲 げ る 機 関 等 に お け る 場 合 を 除 き 、 か っ 、 人 の 身 体 に 使 用 さ れ る 場 合 以

外 の 場 合 に 限 る 。 )

三 条 例 第 二 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 試 験 の 用 途

四 犯 罪 鑑 識 の 用 途

五 疾 病 の 治 療 の 用 途 ( 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 三 十 五 年 法 律

第 百 四 十 五 号 ) 第 十 四 条 又 は 第 十 九 条 の 二 の 規 定 に よ る 承 認 を 受 け て 製 造 販 売 を さ れ た 医 薬 品 を 使 用 す る 場 合 に

限 る 。 )

六 工 業 用 の 用 途

七 前 各 号 に 掲 げ る 用 途 の ほ か 、 知 事 が 人 の 身 体 に 使 用 さ れ た 場 合 に 保 健 衛 生 上 の 危 害 が 発 生 す る お そ れ が な い と

認 め る 用 途

( 警 告 )

第 五 条 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 警 告 は 、 別 記 様 式 第 六 号 に よ り 行 う も の と す る 。

( 立 入 調 査 を す る 職 員 の 証 明 書 )

第 六 条 条 例 第 二 十 条 第 三 項 の 身 分 を 示 す 証 明 書 の 様 式 は 、 別 記 様 式 第 七 号 の と お り と す る 。

( 石 川 県 薬 物 審 査 会 )

第 七 条 石 川 県 薬 物 審 査 会 ( 以 下 「 審 査 会 」 と い う 。 ) は 、 会 長 が 招 集 す る 。

2 審 査 会 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、 会 議 を 開 く こ と が で き な い 。

3 審 査 会 の 議 事 は 、 出 席 し た 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 会 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。

4 会 長 は 、 審 査 会 に 付 議 す べ き 事 案 に つ き 、 審 査 会 の 会 議 を 開 く い と ま が な い と 認 め る と き は 、 持 ち 回 り 審 議 を も っ

て 審 査 会 の 審 議 に 代 え る こ と が で き る 。

5 審 査 会 の 庶 務 は 、 健 康 福 祉 部 に お い て 処 理 す る 。

( 書 類 の 経 由 )

第 八 条 条 例 第 十 二 条 第 一 項 、 第 八 項 及 び 第 九 項 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す る 書 類 は 、 知 事 監 視 製 品 の 販 売 等 を す る

場 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 保 健 所 長 を 経 由 し て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 金 沢 市 の 区 域 内 に 所 在 す る も の に

あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。

2 条 例 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す る 書 類 は 、 そ の 書 類 を 提 出 す る 者 の 住 所 地 を 管 轄 す る 保 健 所 長 を

経 由 し て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 金 沢 市 の 区 域 内 及 び 県 外 に 住 所 を 有 す る 者 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な

附 則

( 施 行 期 日 )

1 こ の 規 則 は 、 条 例 の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 か ら 第 六 条 ま で 、 第 八 条 、 次 項 及 び 附 則 第 三 項 の 規

定 は 、 条 例 附 則 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

( 経 過 措 置 )

2 条 例 附 則 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 の 日 か ら 平 成 二 十 六 年 十 一 月 二 十 四 日 ま で の 聞 に お け る 第 四 条 第

五 口 す の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 号 中 「 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 」 と

あ る の は 「 薬 事 法 」 と す る 。

( 石 川 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 改 正 )
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別記様式第 1号(第2条関係)

知事監視製品販売業届出書

石川県 知事様

住所

(所在地)

ふ り が

氏 名

(名称及び代表者氏名)

電話番号

石川県薬物の濫用の防止に関する条例第12条第 1項の規定により、次のとおり届け出ます。

知事監視製品の販売等をす

る場所の名称

知事監視製品の販売等をす

る場所の所在地

備 考

注意事項

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

号 外

年月日

@ 

2 届出者本人(法人にあっては、代表者に限る。)が署名する場合は、押印を省略することができる。



4 平成 26年 10月 6 日(月曜日) 石川県公報 号 外

別記様式第 2号(第2条関係)

説 明 書

年月日

購入者又は譲受者様

住所

(所在地)

@
 名氏者表代

な
名

ω
号

寸

別

措

い
氏

偽

龍

石川県薬物の濫用の防止に関する条例第12条第 3項の規定により、次のとおり交付します。

知事監視製品を販売し、又

は授与した相手方の氏名及

び住所(法人にあっては、

名称及び所在地)

知事監視製品を販売し、又

は授与した年月日

販売し、又は授与した知事
名称等(知事監視製品を特定できる情報) 数 量

監視製品の名称等及び数量

口個人の場合

販売し、又は授与した知事監視製品は、吸入、摂取その他の方法により身体に

説 明 事 項
使用しないこと。

口法人の場合

販売し、又は授与した知事監視製品は、吸入、摂取その他の方法により身体に

使用させないこと。

備 考

注意事項

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 I説明事項」欄は、該当する箇所の口にレ印を付すこと。

3 販売業者本人(法人にあっては、代表者に限る。)が署名する場合は、押印を省略することができる。



平成 26年 10月 6 日(月曜日) 石川県公報 号 外 5

別記様式第 3号(第 2条関係)

知事監視製品販売業変更届出書

年月日

石川県 知事様

住所

(所在地)

@
 名氏者表代

な
名

ω
号

寸

別

措

い
氏

偽

龍

石川県薬物の濫用の防止に関する条例第12条第8項の規定により、次のとおり届け出ます。

知事監視製品の販売等をす

る場所の名称

知事監視製品の販売等をす

る場所の所在地

変更 事項 変 更 前 変 更 後
甘~

更

内
谷，チで・

変 更年月 日

備 考

注意事項

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 届出者本人(法人にあっては、代表者に限る。)が署名する場合は、押印を省略することができる。



6 平成 26年 10月 6 日(月曜日) 石川県公報 号 外

別記様式第4号(第2条関係)

知事監視製品販売業廃止届出書

年月日

石川県 知事様

住所

(所在地)

@
 名氏者表代

な
名

ω
号

寸

別

措

い
氏

偽

龍

石川県薬物の濫用の防止に関する条例第12条第 9項の規定により、次のとおり届け出ます。

知事監視製品の販売等をす

る場所の名称

知事監視製品の販売等をす

る場所の所在地

廃止年月 日

備 考

注意事項

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 届出者本人(法人にあっては、代表者に限る。)が署名する場合は、押印を省略することができる。



平成 26年 10月 6 日(月曜日) 石川県公報 号 外

別記様式第 5号(第 3条関係)

誓 約 書

年月日

販売業者(石川県知事) 様

住所

(所在地)

@
 名氏者表代

な
名

ω
号

寸

別

措

い
氏

偽

龍

石川県薬物の濫用の防止に関する条例第13条第 1項(第14条第 1項)の規定により、次のとおり提出します。

知事監視製品を購入し、又

は譲り受けた相手方の氏名

及び住所(法人にあっては、

名称及び所在地)又は眉舗

の名称及び所在地

知事監視製品を購入し、又

は譲り受けた年月日

購入し、又は譲り受けた知 名称等(知事監視製品を特定できる情報) 数 量

事監視製品の名称等及び数

量

口個人の場合

購入し、又は譲り受けた知事監視製品は、吸入、摂取その他の方法により身体

誓 約 事 項
に使用しないことを誓約します。

口法人の場合

購入し、又は譲り受けた知事監視製品は、吸入、摂取その他の方法により身体

に使用させないことを誓約します。

備 考

注意事項

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 r誓約事項」欄は、該当する箇所の口にレ印を付すこと。

3 提出者本人(法人にあっては、代表者に限る。)が署名する場合は、押印を省略することができる。



8 平成 26年 10月 6 日(月曜日) 石川県公報 号 外

別記様式第 6号(第5条関係)

様

警 とt
仁コ

石川県知事

書

第 号

年月日

固

下記の行為は、石川県薬物の濫用の防止に関する条例第18条第 1項第 号に該当するので、同項の規定により

警告する。

言己

1 日時

2 場所

3 内容



平成 26年 10月 6 日(月曜日)

別記様式第 7号(第6条関係)

写

真

石川県公報

(表)

石川県薬物の濫用の防止に関する条例

第20条第 3項の規定による身分証明書

所属

職名

氏名

交付年月日 年 月 日

石川県知事

(裏)

石川県薬物の濫用の防止に関する条例(抜粋)

(立入調査等)

号 外

第 号

固

第20条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、知事指定薬物若しくは知事監視製品又はこれらに

該当する疑いのある物(以下「知事指定薬物等」としづ。)を製造し、栽培し、販売し、授与し、所持し、

若しくは広告 し、若しくは第17条第 5号の場所を提供し、若しくはあっせんする者その他の関係者から必

要な報告を求め、又は試験のため必要な最少分量に限り知事指定薬物等の提出を求めることができる。

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の庖舗その他必要な場

所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により 立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったとき

は、これを提示しなければならない。

4 第 2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しではならない。

備考 用紙の大きさは、縦5.3センチメートル、横8.5センチメートルとする。

!!I_;~副!@ギ漫総 Q日出遅阿;::'J~世相~亜いの担問製品~{I!:!，Q l(dボ~~要!とSZ~Q 1 .話会l部同~l(dSZ~~ け)J ~ (-4i号令子。。

併蛍11+i(l:!士十r:n:::i(m

同三~J表 1酪 ~ -14 同 制国

同主自民曜冨肱川十|日『
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児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 ( 平 成 二 十 四 年 石 川 県 規 則 第 六 十 七 号 )

次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 条 第 二 項 第 二 号 中 「 附 則 第 三 項 に お い て 同 じ 。 」 を 削 り 、

避 難 用

の 一 部 を

同 条 第 三 項 第 二 号 の 表 中

建 築 基 準 法 施 行 令 第 百 二 十 三 条 第 二 項 各 号 に 規 定 す る 構 造 の 屋 外 階 段 を

一 建 築 基 準 法 施 行 令 第 百 二 十 三 条 第 一 項 各 号 又 は 同 条 第 三 項 各 号 に 規

定 す る 構 造 の 屋 内 階 段 ( た だ し 、 同 条 第 一 項 の 場 合 に お い て は 、 当 該

階 段 の 構 造 は 、 建 築 物 の 一 階 か ら 保 育 室 が 設 け ら れ て い る 階 ま で の 部

分 に 限 り 、 屋 内 と 階 段 室 と は 、 バ ル コ ニ ー 又 は 外 気 に 向 か っ て 開 く こ

と が で き る 窓 若 し く は 排 煙 設 備 ( 同 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 国 土 交

通 大 臣 が 定 め た 構 造 方 法 を 用 い る も の そ の 他 有 効 に 排 煙 す る こ と が で

き る と 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ) を 有 す る 付 室 を 通 じ て 連 絡 す る こ と

と し 、 か っ 、 同 条 第 三 項 第 二 号 、 第 三 号 及 び 第 九 号 を 満 た す も の と す

る 。 )

二 建 築 基 準 法 第 二 条 第 七 号 に 規 定 す る 耐 火 構 造 の 屋 外 傾 斜 路

三 建 築 基 準 法 施 行 令 第 百 二 十 三 条 第 二 項 各 号 に 規 定 す る 構 造 の 屋 外 階

段

に 改 め る 。

第 十 二 条 第 二 項 を 削 る 。

附 則 中 第 二 項 の 前 の 見 出 し 及 び 同 項 か ら 第 七 項 ま で を 削 り 、 第 八 項 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 項 を 第 二 項 と し 、 同 項

の 前 に 見 出 し と し て 「 ( 経 過 措 置 ご を 付 し 、 第 九 項 を 第 三 項 と し 、 第 十 項 か ら 第 十 五 項 ま で を 六 項 ず つ 繰 り 上 げ る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

条 例 第 四 十 一 号 ) の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

( 平 成 二 十 六 年 石 川 県

石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 十 月 六 日

石 川 県 知 事 本谷 正 憲

石 川 県 規 則 第 三 十 二 号

石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則

( 趣 旨 )

第 一 条 こ の 規 則 は 、 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 ( 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四

十 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ) の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

( 認 定 こ ど も 園 の 職 員 の 配 置 等 の 基 準 )

第 二 条 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 職 員 の 員 数 を 満 一 歳 未 満 の 子 ど も お お む ね 三 人 に つ き 一 人 以 上 、

満 一 歳 以 上 満 三 歳 未 満 の 子 ど も お お む ね 六 人 に つ き 一 人 以 上 、 満 三 歳 以 上 満 四 歳 未 満 の 子 ど も お お む ね 二 十 人 に つ

き 一 人 以 上 、 満 四 歳 以 上 の 子 ど も お お む ね 三 十 人 に つ き 一 人 以 上 と す る こ と と す る 。 た だ し 、 常 時 二 人 を 下 回 ら な

い も の と す る 。

( 認 定 こ ど も 園 の 職 員 の 資 格 の 特 例 )

第 三 条 条 例 第 四 条 第 三 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 と す る 。

一 保 育 所 型 認 定 こ ど も 園 又 は 地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も 園 の 認 定 を 受 け る 場 合

二 学 級 担 任 を 幼 稚 園 の 教 員 免 許 状 を 有 す る 者 と す る こ と が 困 難 で あ る 場 合

三 学 級 担 任 と し て 置 こ う と す る 職 員 が 、 保 育 士 の 資 格 を 有 し 、 そ の 意 欲 、 適 性 及 び 能 力 等 を 考 慮 し て 適 当 と 認 め

ら れ る 者 で あ っ て 、 幼 稚 園 の 教 員 免 許 状 の 取 得 に 向 け た 努 力 を 行 っ て い る 場 合

2 条 例 第 四 条 第 四 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 と す る 。

一 幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 又 は 地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も 園 の 認 定 を 受 け る 場 合

二 教 育 及 び 保 育 時 間 相 当 利 用 児 の 保 育 に 従 事 す る 者 を 保 育 士 の 資 格 を 有 す る 者 と す る こ と が 困 難 で あ る 場 合
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教 育 及 び 保 育 時 間 相 当 利 用 児 の 保 育 に 従 事 す る 者 と し て 置 こ う と す る 職 員 が 、 幼 稚 園 の 教 員 免 許 状 を 有 し 、 そ

の 意 欲 、 適 性 及 び 能 力 等 を 考 慮 し て 適 当 と 認 め ら れ る 者 で あ っ て 、 保 育 士 の 資 格 の 取 得 に 向 け た 努 力 を 行 っ て い

る 場 合

( 認 定 こ ど も 園 の 施 設 設 備 に 関 す る 基 準 )

第 四 条 条 例 第 五 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 園 舎 の 面 積 を 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 学 級 数 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 定 め る 面 積 以 上 と す る こ と と す る 。

学
|学

|品
級

|級
|互

主
I

I薮 面 積 ( 平 方 メ ー ト ル )

同∞。
ω N O + H C C ×  ( 特 難 燃 | N )

2
 

条 例 第 五 条 第 四 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 保 育 室 又 は 遊 戯 室 の 面 積 を 満 二 歳 以 上 の 子 ど も 一 人 に つ き 一 ・ 九 八 平

方 メ ー ト ル 以 上 と す る こ と と す る 。

条 例 第 五 条 第 五 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 屋 外 遊 戯 場 の 面 積 に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。

一 満 二 歳 以 上 の 子 ど も 一 人 に つ き 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。

二 次 の 表 に 掲 げ る 面 積 に 満 二 歳 以 上 満 三 歳 未 満 の 子 ど も に つ い て 前 号 に よ り 算 定 し た 面 積 を 加 え た 面 積 以 上 と す

る こ シ 」 。

3
 

学
|学

|品
級

|級
|石

以
|以

|主
上

|
下

|耳
人 面 積 ( 平 方 メ ー ト ル )

( 特 諮 然 l H )

( 特 難 燃 ω )

∞ ω o + ω o ×  

中 ( ) O + ∞ O ×

前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 既 存 の 保 育 所 又 は 保 育 機 能 施 設 が 保 育 所 型 認 定 こ ど も 園 又 は 地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も 園

の 認 定 を 受 け る 場 合 で あ っ て 、 同 項 第 一 号 の 基 準 を 満 た す と き は 、 同 項 第 二 号 の 基 準 を 満 た す こ と を 要 し な い 。

5 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 既 存 の 幼 稚 園 又 は 保 育 機 能 施 設 が 幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 又 は 地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も

園 の 認 定 を 受 け る 場 合 で あ っ て 、 同 項 第 二 号 の 基 準 を 満 た す と き は 、 同 項 第 一 号 の 基 準 を 満 た す こ と を 要 し な い 。

6 条 例 第 五 条 第 十 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一 乳 児 室 の 面 積 は 、 満 二 歳 未 満 の 子 ど も 一 人 に つ き 一 ・ 六 五 平 方 メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。

二 ほ ふ く 室 の 面 積 は 、 満 二 歳 未 満 の 子 ど も 一 人 に つ き 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。

( 認 定 こ ど も 園 の 教 育 及 び 保 育 の 内 容 に 関 す る 基 準 )

第 五 条 条 例 第 六 条 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一 認 定 こ ど も 園 に お け る 教 育 及 び 保 育 は 、 満 三 歳 以 上 の 子 ど も に 対 す る 学 校 教 育 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六

号 ) 第 二 十 三 条 各 号 に 掲 げ る 目 標 の 達 成 に 向 け た 教 育 の 提 供 及 び 家 庭 に お い て 養 育 さ れ る こ と が 困 難 な 子 ど も に

対 す る 保 育 の 提 供 の 二 つ の 機 能 が 一 体 と し て 展 開 さ れ る も の で あ る こ と 。

二 次 に 掲 げ る 幼 稚 園 教 育 要 領 ( 平 成 二 十 年 文 部 科 学 省 告 示 第 二 十 六 号 ) 及 び 保 育 所 保 育 指 針 ( 平 成 二 十 年 厚 生 労

働 省 告 示 第 百 四 十 一 号 ) の 目 標 が 達 成 さ れ る よ う に 教 育 及 び 保 育 を 提 供 す る こ と 。

イ 十 分 に 養 護 の 行 き 届 い た 環 境 の 下 に 、 く つ ろ い だ 雰 囲 気 の 中 で 子 ど も の 様 々 な 欲 求 を 適 切 に 満 た し 、 生 命 の

保 持 及 び 情 緒 の 安 定 を 図 る よ う に す る こ と 。

ロ 健 康 、 安 全 で 幸 福 な 生 活 の た め の 基 本 的 な 生 活 習 慣 や 態 度 を 育 て 、 健 全 な 心 身 の 基 礎 を 培 う よ う に す る こ と 。

ハ 人 と の か か わ り の 中 で 、 人 に 対 す る 愛 情 と 信 頼 感 、 そ し て 人 権 を 大 切 に す る 心 を 育 て る と と も に 、 自 立 と 協

同 の 態 度 及 び 道 徳 性 の 芽 生 え を 培 う よ う に す る こ と 。

ニ 自 然 な ど の 身 近 な 事 象 へ の 興 味 や 関 心 を 育 て 、 そ れ ら に 対 す る 豊 か な 心 情 や 思 考 力 の 芽 生 え を 培 う よ う に す

る こ シ 」 。

4
 

日 常 生 活 の 中 で 、 言 葉 へ の 興 味 や 関 心 を 育 て 、 喜 ん で 話 し た り 、 聞 い た り す る 態 度 や 豊 か な 言 葉 の 感 覚 を 養

う よ う に す る こ と 。

へ 多 様 な 体 験 を 通 じ て 豊 か な 感 性 を 育 て 、 創 造 性 を 豊 か に す る よ う に す る こ と 。

三 前 号 の 目 標 を 達 成 す る た め 、 子 ど も の 発 達 の 状 況 等 に 応 じ 、 よ り 具 体 化 し た 教 育 及 び 保 育 の ね ら い 及 び 内 容 を

定 め 、 子 ど も の 主 体 的 な 活 動 を 促 し 、 乳 幼 児 期 に ふ さ わ し い 生 活 が 展 開 さ れ る よ う に 環 境 を 構 成 し 、 子 ど も が 発

達 に 必 要 な 体 験 を 得 ら れ る よ う に す る こ と 。

認 定 こ ど も 園 に お い て 教 育 及 び 保 育 を 行 う に 当 た っ て は 、 次 の 事 項 に つ い て 特 に 配 慮 す る こ と 。

ホ
四
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イ 認 定 こ ど も 園 の 利 用 を 始 め た 年 齢 の 相 違 に よ り 集 団 生 活 の 経 験 年 数 が 異 な る 子 ど も が い る こ と に 配 慮 す る 等 、

子 ど も の 発 達 の 連 続 性 を 考 慮 し て 一 貫 し た 教 育 及 び 保 育 を 行 う こ と 。

ロ 子 ど も の 一 日 の 生 活 の 連 続 性 及 び 多 様 性 に 配 慮 す る と と も に 、 保 護 者 の 生 活 形 態 を 反 映 し た 子 ど も の 利 用 時

間 及 び 登 園 日 数 の 相 違 を 踏 ま え 、 教 育 及 び 保 育 の 内 容 及 び そ の 提 供 に つ い て 工 夫 す る こ と 。

ハ 教 育 時 間 相 当 利 用 児 並 び に 教 育 及 び 保 育 時 間 相 当 利 用 児 に 共 通 の 四 時 間 程 度 の 利 用 時 間 ( 以 下 「 共 通 利 用 時

間 」 と い う 。 ) に お い て 、 幼 児 期 の 特 性 を 踏 ま え 、 教 育 活 動 の 充 実 を 図 る こ と 。

ニ 子 育 て 支 援 事 業 に つ い て は 、 保 護 者 及 び 地 域 の 子 育 て を 自 ら 実 践 す る 力 を 高 め る 観 点 に 立 っ て 実 施 す る こ と 。

五 認 定 こ ど も 園 に お け る 教 育 及 び 保 育 に つ い て は 、 前 号 に 掲 げ る 事 項 を 踏 ま え つ つ 、 個 々 の 認 定 こ ど も 園 が 目 指

す 目 標 、 理 念 及 び 運 営 の 方 針 を 明 確 に す る こ と 。

六 認 定 こ ど も 園 に お い て は 、 教 育 及 び 保 育 を 一 体 的 に 提 供 す る た め 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 留 意 し て 、 幼 稚 園 に お け

る 教 育 課 程 及 び 保 育 所 に お け る 保 育 計 画 の 双 方 の 性 格 を 併 せ 持 つ 教 育 及 び 保 育 の 内 容 に 関 す る 全 体 的 な 計 画 並 び

に 年 、 学 期 、 月 、 週 及 び 日 を 単 位 と す る 期 間 ご と の 指 導 に 係 る 計 画 ( 以 下 「 指 導 計 画 」 と い う 。 ) を 作 成 し 、 教

育 及 び 保 育 を 適 切 に 行 う こ と 。

イ 指 導 計 画 の 作 成 に 当 た っ て は 、 教 育 時 間 相 当 利 用 児 と 教 育 及 び 保 育 時 間 相 当 利 用 児 の 利 用 時 間 の 相 違 に 留 意

し 、 活 動 及 び 休 息 の 調 和 を 図 る 等 子 ど も の 一 日 の 生 活 時 間 に 配 慮 す る こ と 。

ロ 共 通 利 用 時 間 に お け る 教 育 及 び 保 育 の ね ら い 及 び 内 容 は 、 幼 稚 園 教 育 要 領 及 び 保 育 所 保 育 指 針 に 基 づ き 実 施

し 、 指 導 計 画 に 定 め た 具 体 的 な 目 標 を 達 成 す る こ と 。

ハ 満 三 歳 以 上 の 子 ど も に つ い て は 、 学 級 に お け る 集 団 に よ る 活 動 と と も に 、 満 三 歳 未 満 の 子 ど も を 含 む 異 な る

年 齢 の 子 ど も に よ る 活 動 を 、 発 達 の 状 況 に も 配 慮 し つ つ 適 切 に 組 み 合 わ せ て 設 定 す る 等 の 工 夫 を す る こ と 。

ニ 受 験 等 を 目 的 と し た 単 な る 知 識 や 特 別 な 技 能 の 早 期 獲 得 の み を 目 指 す よ う な 教 育 と な ら な い よ う に 配 慮 す る

ニ シ 」 。

教 材 等 の 環 境 の 構 成 に 当 た っ て は 、七 認 定 こ ど も 園 に お け る 園 舎 、

に 留 意 す る こ と 。

イ 満 三 歳 未 満 の 子 ど も に つ い て は 健 康 、 安 全 及 び 発 達 が 確 保 さ れ る よ う 、 満 三 歳 以 上 の 子 ど も に つ い て は 学 級

に お け る 集 団 に よ る 活 動 の 中 で 遊 び を 中 心 と す る 子 ど も の 主 体 的 な 活 動 を 通 じ て 発 達 を 促 す 経 験 が 得 ら れ る よ

う 工 夫 す る こ と 。

ロ 満 三 歳 未 満 の 子 ど も に つ い て は 睡 眠 時 間 等 の 個 人 差 に 配 慮 し 、 満 三 歳 以 上 の 子 ど も に つ い て は 集 中 し て 遊 ぶ

場 所 及 び 家 庭 的 な 雰 囲 気 の 中 で く つ ろ ぐ 場 所 に つ い て 適 切 に 調 和 を 図 る よ う 工 夫 す る こ と 。

ハ 共 通 利 用 時 間 に つ い て は 、 子 ど も 一 人 一 人 の 行 動 の 理 解 及 び 予 測 に 基 づ き 計 画 的 に 生 活 の 環 境 を 構 成 す る と

と も に 、 集 団 と の か か わ り の 中 で 、 自 己 を 発 揮 し 、 子 ど も 同 士 の 学 び 合 い が 深 ま り 広 が る よ う に 、 子 ど も の 教

育 及 び 保 育 に 従 事 す る 者 の か か わ り を 工 夫 す る こ と 。

ニ 子 ど も と そ の 教 育 及 び 保 育 に 従 事 す る 者 の 信 頼 関 係 を 十 分 に 構 築 し 、 子 ど も と と も に よ り 良 い 教 育 及 び 保 育

の 場 を 創 造 す る こ と 。

八 認 定 こ ど も 園 に お け る 教 育 及 び 保 育 の 指 導 に 当 た っ て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 留 意 す る こ と 。

イ 就 学 前 ま で の 子 ど も の 発 達 の 連 続 性 を 十 分 理 解 し た 上 で 、 生 活 や 遊 び を 通 じ て 総 合 的 な 指 導 を 行 う こ と 。

ロ 子 ど も の 発 達 の 個 人 差 、 認 定 こ ど も 園 の 利 用 を 始 め た 年 齢 の 相 違 等 に よ る 集 団 生 活 の 経 験 年 数 の 差 、 家 庭 環

境 等 を 踏 ま え 、 一 人 一 人 の 子 ど も の 発 達 の 特 性 及 び 課 題 に 十 分 留 意 し 、 特 に 満 三 歳 未 満 の 子 ど も に つ い て は 、

個 別 的 な 対 応 を 図 る と と も に 、 子 ど も の 集 団 生 活 へ の 円 滑 な 接 続 に つ い て 、 家 庭 と の 連 携 及 び 協 力 を 図 る 等 十

分 留 意 す る こ と 。

ハ 一 日 の 生 活 時 間 や 利 用 時 聞 が 異 な る 子 ど も が 共 に 過 ご す こ と を 踏 ま え 、 子 ど も に 不 安 や 動 揺 を 与 え な い よ う

に す る 等 の 配 慮 を 行 う こ と 。

ニ 共 通 利 用 時 間 に お い て は 、 同 年 代 の 子 ど も と の 集 団 生 活 の 中 で 遊 び を 中 心 と す る 子 ど も の 主 体 的 な 活 動 を 通

じ て 発 達 を 促 す 経 験 が 得 ら れ る よ う に 、 環 境 の 構 成 、 子 ど も の 教 育 及 び 保 育 に 従 事 す る 者 の 指 導 等 を 工 夫 す る

こ シ 」 。

保 育 室 、 屋 外 遊 戯 場 、 遊 具 、 次 に 掲 げ る 事 項

ホ 食 事 に つ い て は 、 望 ま し い 食 習 慣 の 定 着 を 促 し 、 一 人 一 人 の 子 ど も の 状 態 に 応 じ た 摂 取 法 及 び 摂 取 量 並 び に

食 物 ア レ ル ギ ー 等 へ の 適 切 な 対 応 に 配 慮 す る と と も に 、 楽 し く 食 べ る 経 験 や 食 に 関 す る 様 々 な 体 験 活 動 等 を 通

じ て 、 食 事 を す る こ と へ の 興 味 及 び 関 心 を 高 め 、 健 全 な 食 生 活 を 実 践 す る 力 の 基 礎 を 培 う 食 育 の 取 組 を 行 う こ

ル 」 。
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へ 午 睡 に つ い て は 、 安 心 し て 眠 る こ と の で き る 環 境 を 確 保 す る と と も に 、 子 ど も の 利 用 時 聞 が 異 な る こ と 及 び

子 ど も の 発 達 の 状 況 や 個 人 に よ っ て 睡 眠 時 間 に 差 が あ る こ と 等 に 留 意 し 、 一 律 と な ら な い よ う 配 慮 す る こ と 。

ト 健 康 状 態 、 発 達 の 状 況 、 家 庭 環 境 等 か ら 特 別 に 配 慮 を 要 す る 子 ど も に つ い て 、 一 人 一 人 の 状 況 を 的 確 に 把 握

し 、 専 門 機 関 と の 連 携 を 含 め 、 適 切 な 環 境 の 下 で 健 や か な 発 達 が 図 ら れ る よ う 留 意 す る こ と 。

チ 家 庭 と の 連 携 に 当 た っ て は 、 日 常 の 子 ど も の 状 況 を 的 確 に 把 握 し 、 家 庭 と の 間 で 子 ど も の 様 子 を 適 切 に 伝 え

合 い 、 十 分 な 説 明 に 努 め る 等 、 日 常 的 な 連 携 を 図 る と と も に 、 職 員 聞 の 連 絡 及 び 協 力 の 体 制 を 構 築 し 、 家 庭 か

ら の 信 頼 を 得 ら れ る よ う に す る こ と 。

リ 保 護 者 の 生 活 形 態 が 異 な る こ と に 留 意 し 、 全 て の 保 護 者 の 相 互 理 解 が 深 ま る よ う に 配 慮 し つ つ 、 教 育 及 び 保

育 活 動 に 対 す る 保 護 者 の 積 極 的 な 参 加 を 促 す こ と 。

九 認 定 こ ど も 園 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 留 意 し て 、 小 学 校 教 育 と の 連 携 を 図 る こ と 。

イ 子 ど も の 発 達 や 学 び の 連 続 性 を 確 保 す る 観 点 か ら 、 小 学 校 教 育 へ の 円 滑 な 接 続 に 向 け た 教 育 及 び 保 育 の 内 容

の 工 夫 を 図 り 、 連 携 を 通 じ た 質 の 向 上 を 図 る こ と 。

ロ 地 域 の 小 学 校 等 と の 交 流 活 動 や 合 同 の 研 修 の 実 施 等 を 通 じ 、 認 定 こ ど も 園 の 子 ど も 及 び 小 学 校 等 の 児 童 並 び

に 認 定 こ ど も 園 及 び 小 学 校 等 の 職 員 聞 の 交 流 を 図 る こ と 。

ハ 全 て の 子 ど も に つ い て 指 導 要 録 ( 学 校 教 育 法 施 行 規 則 ( 昭 和 二 十 二 年 文 部 省 令 第 十 一 号 ) 第 二 十 四 条 第 一 項

に 規 定 す る 指 導 要 録 を い う 。 ) の 写 し 等 の 子 ど も の 育 ち を 支 え る た め の 資 料 の 送 付 に よ り 連 携 す る 等 、 教 育 委

員 会 、 小 学 校 等 と の 積 極 的 な 情 報 の 共 有 及 び 相 互 理 解 を 図 る こ と 。

( 保 育 者 の 資 質 向 上 等 )

第 六 条 条 例 第 七 条 の 規 定 に よ る 子 ど も の 教 育 及 び 保 育 に 従 事 す る 者 の 資 質 の 向 上 等 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 留 意 し て

行 う も の と す る 。

一 子 ど も の 教 育 及 び 保 育 に 従 事 す る 者 は 、 自 ら そ の 資 質 の 向 上 に 努 め る こ と が 重 要 で あ る こ と 。

二 指 導 計 画 の 作 成 、 教 材 の 準 備 、 研 修 等 に 必 要 な 時 間 を 確 保 す る た め 、 午 睡 の 時 間 及 び 休 業 日 の 活 用 、 非 常 勤 職

員 の 配 置 等 の 様 々 な 工 夫 を 行 う こ と 。

三 幼 稚 園 の 教 員 免 許 状 を 有 す る 者 と 保 育 士 の 資 格 を 有 す る 者 と の 相 互 理 解 を 図 る こ と 。

四 認 定 こ ど も 園 の 長 を 含 め た 職 員 の 研 修 に つ い て 、 認 定 こ ど も 圏 内 外 に お け る 適 切 な 研 修 計 画 を 作 成 し 、 研 修 を

実 施 す る と と も に 、 研 修 の 機 会 を 確 保 で き る よ う 、 勤 務 体 制 等 に 配 慮 す る こ と 。

五 認 定 こ ど も 園 の 長 は 、 認 定 こ ど も 園 を 一 つ の 固 と し て 多 様 な 機 能 を 一 体 的 に 発 揮 さ せ る 能 力 並 び に 地 域 の 人 材

及 び 資 源 を 活 用 し て い く 調 整 能 力 を 向 上 さ せ る こ と 。

( 子 育 て 支 援 事 業 )

第 七 条 条 例 第 八 条 の 規 定 に よ る 子 育 て 支 援 事 業 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 留 意 し て 行 う も の と す る 。

一 教 育 及 び 保 育 に 関 す る 専 門 性 を 十 分 に 活 用 し 、 子 育 て 相 談 や 親 子 の 集 い の 場 の 提 供 等 の 保 護 者 へ の 支 援 を 通 じ

て 保 護 者 自 身 の 子 育 て を 自 ら 実 践 す る 力 の 向 上 を 積 極 的 に 支 援 す る と と も に 、 認 定 こ ど も 園 か ら 地 域 の 子 育 て 世

帯 に 対 し て 働 き か け て い く よ う な 取 組 を 行 う よ う 努 め る こ と 。

二 子 育 て 支 援 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、 保 護 者 が 利 用 を 希 望 す る と き に 利 用 可 能 な 体 制 を 確 保 す る こ と 。

三 子 ど も の 教 育 及 び 保 育 に 従 事 す る 者 が 研 修 等 に よ り 子 育 て 支 援 に 必 要 な 能 力 を 高 め 、 そ の 専 門 性 及 び 資 質 の 向

上 を 図 る と と も に 、 地 域 の 子 育 て を 支 援 す る ボ ラ ン テ ィ ア 、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 及 び 関 係 機 関 と 連 携 す る 等 様 々

な 地 域 の 人 材 及 び 社 会 資 源 を 活 用 す る こ と 。

( 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 職 員 の 配 置 に 関 す る 基 準 )

第 八 条 条 例 第 十 二 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 職 員 の 員 数 を 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 園 児 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ

れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 員 数 以 上 と す る こ と と す る 。 た だ し 、 常 時 二 人 を 下 回 ら な い も の と す る 。
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四 十 七 号 ) 第 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 普 通 免 許 状 を い う 。 以 下 こ の 表 に お い て 同 じ 。 ) を 有 し 、 か っ 、 児 童

福 祉 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ) 第 十 八 条 の 十 八 第 一 項 の 登 録 ( 以 下 こ の 表 に お い て 「 登 録 」 と

い う 。 ) を 受 け た も の に 限 る 。 ) 、 教 頭 ( 幼 稚 園 の 教 諭 の 普 通 免 許 状 を 有 し 、 か っ 、 登 録 を 受 け た も の に 限

る 。 ) 、 主 幹 保 育 教 諭 、 指 導 保 育 教 諭 、 保 育 教 諭 、 助 保 育 教 諭 又 は 講 師 で あ っ て 、 園 児 の 教 育 及 び 保 育 に 直

接 従 事 す る 者 の 数 を い う 。

二 こ の 表 に 定 め る 員 数 は 、 同 表 の 上 欄 の 園 児 の 区 分 ご と に 下 欄 の 園 児 数 に 応 じ 定 め る 数 を 合 算 し た 数 と す

る 。
三 こ の 表 の 一 の 項 及 び 二 の 項 に 係 る 員 数 が 学 級 数 を 下 回 る と き は 、 当 該 学 級 数 に 相 当 す る 数 を 当 該 員 数 と

す る 。
園 長 が 専 任 で な い 場 合 は 、 原 則 と し て こ の 表 に 定 め る 員 数 を 一 人 増 加 す る も の と す る 。四

( 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 保 育 室 等 の 設 置 の 特 例 )

第 九 条 条 例 第 十 三 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 要 件 は 、 次 の と お り と す る 。

一 園 舎 が 第 十 二 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則

( 平 成 二 十 四 年 石 川 県 規 則 第 六 十 七 号 。 以 下 「 児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例 施 行 規 則 」 と い う 。 ) 第 十 一 条 第 三 項 第 一 号 、

第 二 号 及 び 第 六 号 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す と き は 、 保 育 室 等 を 二 階 に 設 け る こ と が で き る 。

二 条 例 第 十 三 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 園 舎 を 三 階 建 以 上 と す る 場 合 で あ っ て 、 当 該 園 舎 が 第 十 二 条 に お い

て 準 用 す る 児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例 施 行 規 則 第 十 一 条 第 三 項 第 二 口 す か ら 第 八 号 ま で に 掲 げ る 要 件 を 満 た す と き は 、

保 育 室 等 を 三 階 以 上 の 階 に 設 け る こ と が で き る 。

( 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 園 舎 及 び 園 庭 の 面 積 に 関 す る 基 準 )

第 十 条 条 例 第 十 三 条 第 六 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一 園 舎 の 面 積 は 、 次 に 掲 げ る 面 積 を 合 算 し た 面 積 以 上 と す る こ と 。

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 学 級 数 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 面 積イ

学
学

品
級

級
王

宝
薮

瓦
日

面 積 ( 平 方 メ ー ト ル )

し
上

よ

( 特 諮 然 l N )

満 三 歳 未 満 の 園 児 数 に 応 じ 、 次 条 の 規 定 に よ り 算 定 し た 面 積

園 庭 の 面 積 は 、 次 に 掲 げ る 面 積 を 合 算 し た 面 積 以 上 と す る こ と 。

イ 次 に 掲 げ る 面 積 の う ち い ず れ か 大 き い 面 積

ω 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 学 級 数 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 面 積

ロ

学
学

芸
会

級
級

王
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一

面 積 ( 平 方 メ ー ト ル )

( 特 諮 然 l H )

( 特 諮 灘 | ω )

凶 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル に 満 三 歳 以 上 の 園 児 数 を 乗 じ て 得 た 面 積

ロ 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル に 満 二 歳 以 上 満 三 歳 未 満 の 園 児 数 を 乗 じ て 得 た 面 積

( 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 園 舎 に 備 え る べ き 設 備 の 設 置 等 に 関 す る 基 準 )

第 十 一 条 条 例 第 十 四 条 第 六 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一 乳 児 室 の 面 積 は 、 一 ・ 六 五 平 方 メ ー ト ル に 満 二 歳 未 満 の 園 児 の う ち ほ ふ く し な い も の の 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以

上 と す る こ と 。

二 ほ ふ く 室 の 面 積 は 、 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル に 満 二 歳 未 満 の 園 児 の う ち ほ ふ く す る も の の 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上

と す る こ と 。

三 保 育 室 又 は 遊 戯 室 の 面 積 は 、 一 ・ 九 八 平 方 メ ー ト ル に 満 二 歳 以 上 の 園 児 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上 と す る こ と 。

( 児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例 施 行 規 則 の 準 用 )

第 十 二 条 児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例 施 行 規 則 第 十 一 条 第 三 項 の 規 定 は 、 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に つ い て 準 用 す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例 施 行 規 則 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ

ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。
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句

附 則

( 施 行 期 日 )

1 こ の 規 則 は 、 条 例 の 施 行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ) か ら 施 行 す る 。

( 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 職 員 配 置 に 係 る 特 例 )

2 施 行 日 か ら 起 算 し て 五 年 間 は 、 副 園 長 又 は 教 頭 を 置 く 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に つ い て の 第 八 条 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 同 条 の 表 備 考 一 中 「 か っ 、 」 と あ る の は 、 「 又 は 」 と す る こ と が で き る 。

( 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 設 置 に 係 る 特 例 )

3 施 行 日 の 前 日 に お い て 現 に 幼 稚 園 ( そ の 運 営 の 実 績 そ の 他 に よ り 適 正 な 運 営 が 確 保 さ れ て い る と 認 め ら れ る も の

に 限 る 。 ) を 設 置 し て い る 者 が 、 当 該 幼 稚 園 を 廃 止 し 、 当 該 幼 稚 園 と 同 一 の 所 在 場 所 に お い て 、 当 該 幼 稚 園 の 設 備

を 用 い て 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 を 設 置 す る 場 合 に お け る 当 該 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に 係 る 第 九 条 第 一 号 、 第 十

条 第 二 号 及 び 第 十 一 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 問 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句

は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。

読 み 替 え る 規 定

第 九 条 第 一 号

読 み 替 え ら れ る 字 句

第 十 二 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 児 童 福

祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る

条 例 施 行 規 則 ( 平 成 二 十 四 年 石 川 県 規 則 第 六

十 七 号 。 以 下 「 児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例 施 行 規

則 」 と い う 。 ) 第 十 一 条 第 三 項 第 一 号 、 第 二

号 及 び 第 六 号 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す

イ 次 に 掲 げ る 面 積 の う ち い ず れ か 大 き い 面

積

第 十 条 第 二 号

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 学 級 数 に 応 じ 、

そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 面 積
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lf

 
三日

山 三 三 平 方 メ ー ト ル に 満 三 歳 以 上 の 園

児 数 を 乗 じ て 得 た 面 積

一 乳 児 室 の 面 積 は 、 一 ・ 六 五 平 方 メ ー ト ル

に 満 二 歳 未 満 の 園 児 の う ち ほ ふ く し な い も

の の 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上 と す る こ と 。

二 ほ ふ く 室 の 面 積 は 、 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル

に 満 二 歳 未 満 の 園 児 の う ち ほ ふ く す る も の

の 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上 と す る こ と 。

三 保 育 室 又 は 遊 戯 室 の 面 積 は 、 一 s 九 八 平

方 メ ー ト ル に 満 二 歳 以 上 の 園 児 数 を 乗 じ て

得 た 面 積 以 上 と す る こ と 。

第 十 一 条

読 み 替 え る 字 句

耐 火 建 築 物 で 、 園 児 の 待 避 上 必 要 な 設 備 を 備

え る
イ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 学 級 数 に 応 じ 、

れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 面 積

そ
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L

よ

面 積 ( 平 方 メ ー ト ル )

( 特 難 燃 l H )

( 特 諮 湾 ω )

乳 児 室 の 面 積 は 、 一 六 五 平 方 メ ー ト ル

に 満 二 歳 未 満 の 園 児 の う ち ほ ふ く し な い も

の の 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上 と す る こ と 。

ほ ふ く 室 の 面 積 は 、 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル

に 満 二 歳 未 満 の 園 児 の う ち ほ ふ く す る も の

の 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上 と す る こ と 。
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施 行 日 の 前 日 に お い て 現 に 保 育 所 ( そ の 運 営 の 実 績 そ の 他 に よ り 適 正 な 運 営 が 確 保 さ れ て い る と 認 め ら れ る も の

に 限 る 。 ) を 設 置 し て い る 者 が 、 当 該 保 育 所 を 廃 止 し 、 当 該 保 育 所 と 同 一 の 所 在 場 所 に お い て 、 当 該 保 育 所 の 設 備

を 用 い て 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 を 設 置 す る 場 合 に お け る 当 該 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に 係 る 第 九 条 第 一 号 及 び 第

十 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 問 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。
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職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 十 月 六 日

事石 県 委人 員)
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石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 三 号

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 薬 事 法 」 を 「 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 六 年 十 一 月 二 十 五 日 か ら 施 行 す る 。
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